
日本肝臓学会の要望を踏まえた
法務省矯正局の対応について

法務省矯正局矯正医療管理官 鈴木章記





・PWID（注射薬物使用者）に対する取組を行い日本の公衆衛生の向上を目指している
・第59回日本肝臓学会総会サテライトシンポジウムにおいては日本矯正医学会の参加を得てPWID等に対する
取組を進めているところ。

・肝疾患診療連携拠点病院ではPWIDの取組を行っているところもある
・例えば

埼玉医大は既に保護観察所と連携して実施
山口大学では、保護観察所の連携を構築中
大阪公立大学や愛媛大学では矯正施設との連携を念頭に受診勧奨を準備中

・地域の特性に合わせて、肝疾患相談・支援センターの活動が広がっていくと考える

・ついては、まず、すでに取り組む埼玉医大、大阪公立大、山口大、愛媛大において、
矯正施設からの出所者について、肝疾患相談・支援センターの活用を行い、受診勧奨の協力をお願いしたい。

日本肝臓学会からの要望



・矯正施設では、被収容者の健康管理のため矯正医療を実施している
・社会に戻るにあたっては、必要に応じて刑務所長などの施設長名で医療情報の提供書を出所者に渡している
・C型肝炎ウイルス検査についても40歳以上であることや残刑期等の条件を満たす希望者に実施している
・C型肝炎ウイルス検査陽性の者については、学会要望にある積極的な体制を整えている

埼玉医科大学
大阪公立大学
山口大学
愛媛大学

が作成したリーフレットなどを居住予定地が所在する都道府県の者に提供することで受診勧奨を行う予定
＊収容されている矯正施設の所在地と居住予定地は必ずしも一致していない

・今後、同様にリーフレット等を作成して提供いただける拠点病院については、所在する地域の矯正管区等
に連絡をいただき、提供いただければ、日本肝臓学会の取組に受診勧奨という形で協力をしていきたい。

法務省矯正局矯正医療管理官の対応
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